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主な支援制度について

・ 対象者 製造・ソフトウェア業・情報処理サービス業の企業

・ 支援概要

① 建物・設備の固定資産税等を支援 最大 3年間 最大 １億円

② 埋蔵文化財発掘調査費相当額の半額を支援 最大 2,500万円

③ 新たに市内居住者となった従業員等１人当たり 最大 ４０万円 を１年間支援

・ 対象者 過去２年間、京都市に事業所を設置していない企業

・ 支援概要

① オフィス等の賃料半額を２年間支援 最大２，０００万円

② 市内居住の常時雇用者等1人当たり 最大80万円 を２年間 最大 5,000万円支援

・ 対象者 過去２年間、京都市に事業所を設置していない企業

・ 支援概要 進出検討のためのコワーキング利用料・交通費の半額を支援 最大１００万円

その他、京都市には様々な支援制度がございますので、まずは気軽にご相談ください！

本社、工場、研究開発拠点を新増設する際の支援制度

市内に進出する際の支援制度

市内に進出を検討する際の支援制度
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